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マニフェスト記入のしかた
（収集運搬業者1社の場合）
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＊q～@2の番号箇所の記入はＰ27.Ｐ28の記載要領を参照して下さい。
＊緑字は排出事業者の記入項目です。

⑮については、積替え又は

保管が無い場合は斜線、＊＊＊等により抹消する。
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⑫については、収集運搬業者が

1社の場合は斜線、＊＊＊等により抹消する。

排出事業者がマニフェスト交付時に記載しない欄については、斜線、＊＊＊＊＊等により抹消する。
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マニフェスト記入のしかた
（収集運搬業者2社の場合）

＊q～@2の番号箇所の記入はＰ27.Ｐ28の記載要領を参照して下さい。
＊緑字は排出事業者の記入項目です。
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⑫については、収集運搬業者が
1社の場合は斜線、＊＊＊等により抹消する。

排出事業者がマニフェスト交付時に記載しない欄については、斜線、＊＊＊＊＊等により抹消する。
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マニフェスト記入のしかた
（石綿含有産業廃棄物の場合）

＊q～@2の番号箇所の記入はＰ27.Ｐ28の記載要領を参照して下さい。
＊緑字は排出事業者の記入項目です。
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⑮については、積替え又は

保管が無い場合は斜線、＊＊＊等により抹消する。
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⑫については、収集運搬業者が

1社の場合は斜線、＊＊＊等により抹消する。

04…大平坂（具体名等）：6m3

排出事業者がマニフェスト交付時に記載しない欄については、斜線、＊＊＊＊＊等により抹消する。

放射性物質汚染対処特措法（平成23年8月30日法律第110号）に規定される「特定産業廃棄物」の場合は

「特定産業廃棄物」と明記して、下記石綿含有産業廃棄物と同様に記載します。


